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特集：
15分でわかる！

❸ Hot Voice　“生ごみの日にカラスが多く困っています”ほか
❻ 楽しく！子育て!!
❽ 募　　集
10 お知らせ
16 健　　康
20 あつまれ！19,323 人　みんなの広場
24 まちの教育情報　大地くん
28　　社協だより
32　　ボランティアセンターだより

34 そよ風トーク／まちづくり参加条例
36 今、役場内で考えていること
46　　ストップ・ザ・悪徳商法
47　　交番だより
48　　町内会通信

49 旬なお店／有料広告のコーナー
● すまいるカレンダー／アフタヌーンティー

目　次

今月の表紙
　ご家庭で家計簿を付けている方はどれ
くらいいるでしょうか。家計簿を付ける
といろいろなものが見えてきます。
　今月号では、約103億円のまちの財政
を年収400万円の家庭に例えてみました。
　財政状況を少しでも分かりやすく町民
の皆さんにお伝えしていきたいと思って
います。特集「15分でわかる　まちのお
金の使い方」を、ぜひお読みください。

　
　 　
　 　

　
　 　

19,323人の笑顔あふれるまち 0 0 2 0 4

このコーナーに掲載する“笑顔”写真を募集中です。町民の方であればどな
たでも応募できます。デジタルカメラデータ、写真での送付など、方法は
問いませんが、画像が粗いと鮮明に表示されない場合がありますのでご留
意ください。また、ご要望があれば、担当職員が撮影にお伺いします。
※このコーナーには、応募いただいた写真のほか、取材先で撮影した“笑顔”
を掲載しています。
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あなたの声は、町の〝宝〟
その声がこのまちをつくる。
疑問・提案・ご意見お待ちしています。
６月は、25件のご意見をいただきました。
その中から、今日の皆さんの会話の話題にぜひ加えてい
ただきたいものを１件選定させていただきました。
ホットボイスがきっかけで、「ここが変わった」「こんな取
り組みが始まった」そんなまちになることを願って…。

今今月月の声声

　神社の近くに住んでいますがカラスが
多くて困っています。生ごみの日、ごみ
が食いちぎられ、見るも無残なありさま。
掃除したりの後始末は、ごみ収集の方々
で本当にご苦労なことと思います。
　以前ＴＶの特集でカラスが黄色い袋に
は反応しないというのを見ました。ごみ
袋を黄色にするのは大変ですが、今の緑
色のネットを黄色に染めて使うことは可
能かと思います。
　ネットがだめなら黄色いテントのよう
なものをかけてみるのはどうですか。実
験的にためしてみるのはどうでしょうか。
これから夏にかけての生ごみ散乱は大変
です。一考してみてください。

町町の考考ええ
　

　

　

　

　　　　　　　　　　

生ごみの日にカラスが
多く困っています



ホットボイス

あなたの
ご意見・ご提案ご意見・ご提案を
お待ちしています！

　ご意見・ご提案についてお尋ねすることもあります。また、町から回答をお送りしま
すのでご住所とお名前の記入をお願いします。
　なお、次の情報は、すまいるおよび町ホームページ上では掲載・公開していません。

　

　

　

　

　

　

　

「あいあい21」の
階段について

　

　
　

　

　

㎥

㎥

　

㎥

　

　

回答いたします

水道料金について

　

　

　

　　　

　　　

小中学校の
耐震化について

回答いたします

回答いたします
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発達支援研修会のお知らせ
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問 　☎ 　

問  ☎ 　  ☎

　
　

　障がいがあってもなくても、「ここに生まれて良かった」と思える町を目指して、生まれてから社会
生活を送るまで、谷間のない適切な支援が提供できる「しくみ」づくりのための講演会を開催します。
全国で先進的な取り組みとして注目されている滋賀県湖南市の発達支援システムを手掛けた、独立行
政法人　特別支援教育総合研究所の藤井茂樹先生を講師にお迎えします。お誘い合わせのうえ、ご参
加ください。

　
　

暑い日は水遊びができます。
着替えやタオルがあるといいですよ。

８月14日（木）15日（金）
子育て支援センターはお休み
します。

発達障がいを支える「しくみづくり」に参加しよう

♪日　時：７月19日（土）　10時～11時30分
♪場　所：めむろーど　２階セミナーホール
♪演　題：「発達障がいを地域で支えるしくみ」
♪講　師：独立行政法人　
　　　　　特別支援教育総合研究所　藤井　茂樹 氏
♪参加料無料
♪申込み：子育て支援課 子育て支援係（あいあい21内）
　　　　　☎62-9733　 kosodate@memuro.net

＜ハローワーク帯広からのお知らせ＞

子育て中の就職活動は大変…だけど、今すぐ働きたい！という方のために

家庭・育児を両立させながら働きたい。
自分の能力を十分に発揮できる企業に就職したい。
在職中だけど、これから結婚～出産～育児を考えると転職したい。

仕事と育児の両立を希望する方にじっくりときめ細やかな相談をします。
履歴書・職務経歴書の添削、面接のトレーニングも行います。
予約相談なので、待ち時間も解消されます。

お子様連れでもご利用しやすいように、絵本や玩具を用意したキッズコ
　ーナーを設置しています。
身近な保育施設などのサポート情報を提供します。

問 　☎ 　
　 　



　　
　

　
　

　　 　 　
　　 　

　

　
問
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　今年の夏も元横綱 大乃国 の芝田山親
方と部屋の力士が芽室にやってきます。
今年も恒例のこども相撲大会が開催され、
小学生なら誰でも参加できます。大会後は、
親方と一緒に、おいしい「ちゃんこ鍋」を
食べましょう !!
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問
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問 　☎

第８回芝田山杯

芝田山部屋合宿情報
８月８日から14日まで部屋の力士に
よる朝稽古を公園土俵で行っていま
す（朝７時から９時頃まで）。みんな
で応援に行こう！

公立芽室
病院

公立芽室
病院

看 護
師

看 護
師

募
集
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集 問
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ご活用ください !!

将来を担う人材を育成 　（人材育成助成金）
　小・中・高校生、個性的なまちづくりの活動をしているグループやまちづくりの指導者などを養成する国内・
海外研修や交流事業などに対し助成します（旅費など必要経費の２分の１以内：国内10万円・海外40万円以下）。

　　
　　　　　

　

協働のまちづくりを実現 　（協働のまちづくり活動支援金）
　町民の皆さんが、自ら企画実施する公益的な活動に対して支援します。
■今年５月から新設！新公共施設等整備活動支援事業（支援対象原材料相当額　15万円以下）
　公共施設などの整備および地域の特性を生かした個性と活力のある地域づくり事業
　例えば、地域福祉館やトイレなどのペンキ塗りをする場合に、その原材料費を助成します。
■地域活性化支援事業（支援対象経費の２分の１以内　15万円以下）
　地域が自ら考え、地域住民が一体となって実践する地域づくり活動・事業
■協働のまちづくり調査・研究活動支援事業（支援対象経費の２分の１以内　15万円以下）
■公共用地内の緑花（支援対象経費の２分の１以内　３万円以下）
　苗・苗木・種子・球根などに購入費他の補助　

　　
　　　

　　　　　 　
　　　

　上記に該当する事業を計画している個人または団体はご相談ください。

問 　☎ 　

　　
　　　　　

　　
　　　

　　　　　 　
　　

地域課題の解決力向上セミナー参加者募集地域課題の解決力向上セミナー参加者募集
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「年金特別便専用ダイヤル」

☎0570-058-555
月～金曜日　９時～20時
第２土曜日　９時～17時

ご質問やお問い合わせは、

問
　☎
　

①地 球 を 守 る 心

②もったいない心

③自然と共生する心

　
　

問
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問 　☎ 　問 　☎ 　

　

問
　☎
　

 　 　 　

　
　 　
　 　

　

問 　☎
　

自衛官自衛官

募　集募　集 問  ☎
問  ☎

　
　

　

芽室町東芽室北１線11番地２
 ☎61-4500

横浜冷凍株式会社
十勝物流センター

▽創業年、業務内容、会社経営の考え方は
　昭和23年５月に横浜で創業し、平成13年６月に現
在地にて十勝物流センターを開設稼動しました。
　冷蔵倉庫業・普通倉庫業、農畜産物の加工・販売
を主に行っています。
　主に取り扱うのが食品であるため、鮮度や品質の
維持・管理には間違いが許されず、より高いサービ
スを提供し、安全・安心を最優先に考えています。
　また、十勝の農業をもっと多くの皆さまに知って
いただきたく、町内の「農業組合法人十勝21世紀」
をパートナーに十勝グリーン・オーナーズ・クラブ
「大地」を設立し、元気な農業を応援しています。
　今月には新たに十勝第二物流センターの稼動によ
り、需要の高まりにお応えし、更に高品質なサービ
スを提供したいと考えています。
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　 http://
www.meti.go.jp/product_safety/
keinen_chuui.pdf
問
　☎

　

　 　 　 　
　
　 　
問 　☎
　問 　☎ 　

地方税法の一部改正により、寄附金税制が変わり、
個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。

これが、「ふるさと納税ふるさと納税」と、言われているものです。

・自分の生まれ育った「ふるさと」
の力になりたい
・自分との関わりの深い地域を応
援したい
　その“想い”を都道府県や市町村
に対して『寄附金』という形で応援
した場合に、住民税や所得税が軽
減される制度です。

　都道府県や市町村に
対する寄附金のうち、
5,000円を超える部分 
について、個人住民税
所得割の概ね１割を上
限に、所得税と合わせ
て控除されます。

寄附先には制限があるの？
　都道府県・市町村であればどこでも構いません（出
身地や過去の居住地などには限定されません )。

寄附いただいたお金は、何に使うの？
　寄附された方の想いを尊重します。
　例えば、寄附者が「子どものために使ってほしい」
という想いがあれば、その分野の予算に使用します。

寄附先には制限があるの？ 寄附いただいたお金は、何に使うの？
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ふるさと納税
のイメージ

東京にお住まいの、芽室大好さん「夫婦＋子ども２人（年収
700万円）」が、故郷芽室町に対して、４万円寄附しました。

①４万円を寄附 ③確定申告
（翌年の１月～３月15日）

②領収書の発行 ④税額（3万5千円）
　が軽減

ア (3,500円 )＋イ（3万1,500円）＝「３万５千円」が軽減されることになります。

芽室町 居住地（東京）の
区役所・税務署

東京にお住まい
の芽室大好さん

ふるさと納税って何？ どんな制度なの？

芽室大好さんは４万円を寄附
しました

４万円のうち、５千円を
引いた３万５千円が控除
対象額です

ア 「所得税」からの税額控除 イ 「住民税」からの税額控除 ３万1,500円３万1,500円

控除対象額　「４万円－５千円」＝３万３万5,0005,000円円

寄附金　４万円寄附金　４万円

3,500円3,500円

〔軽減額の計算〕
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　今年のテーマ「十勝の豆　畑から食卓まで」

　

　

　 　 　 　

　

　

成婚謝礼金制度が
廃止になりました

後継者対策推進委員会の
主な活動 
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　 　７月19日（土）～21日（月）
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※成年後見制度とは
　

　 　 　
　 　 　
　 　

　 　
　
 　

　
　
　

　

問
　☎
　

　
　 　
　　 　
　　 　

　
　

　 　
　

　

　

　
　

　 　

問
　☎
　

　

　

　

委員になられた16人の皆さん委員になられた16人の皆さん
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【ピクルス】～手間のかからない野菜の洋風漬け物～
　

　　　　　 　　 　　

　
　
　

　
　

　
　

問 　☎ 　

問 　☎ 　
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野菜を食べてヘルシーライフ野菜を食べてヘルシーライフ

　　 　　

　　
　　 　　
　　 　　 　
　　 　　

　　

　

　

問 　☎ 　



後期高齢者医療保険料のお知らせ 国民健康保険税のお知らせ
平成20年度の保険料が決定しました。
●６月30日までに後期高齢者医療制度の対象になった方　⇒　７月10日に保険料額決定通知書を郵送しました。
●７月１日以降に対象になった方　　　　　　　　　　　⇒　対象月の翌月に通知書が届きます。
●平成20年度の保険料について、新たな軽減が予定されていますが、決定次第、該当の方にお知らせします。

　

　 　
　 　 

 国民健康保険制度においては、①のみが該当　　　　

◆後期高齢者医療制度の対象者には、
　
◆国民健康保険制度の対象者には、
　
　  

　
 【問住民生活課国保医療係　☎62-9723　 h-kokuho@memuro.net】　

２　国民健康保険税の特別徴収
　 　被保険者全員が65歳以上75歳未満である世帯で、次のすべての事項にあてはまる方の保険税は、原則として10
月から世帯主の年金から徴収（天引き）されることとなります。

　①　世帯主自身が国保に加入している
　②　年額18万円以上の年金を受給している
　③　介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の２分の１を超えていない
　　なお、本年度中に世帯主が75歳に到達し、後期高齢者医療制度の対象となる世帯は、対象から除外しています。

３　後期高齢者医療制度の施行に伴う国民健康保険税の軽減措置
　①　 国保税の軽減判定の際に、国保から移行した後期高齢者の所得および人数も含めて軽減措置の判定を行い、

世帯の国保被保険者が減少しても、５年間、従前と同様の基準により軽減を受けることができます。
　②　 国保から後期高齢者医療制度への移行により、国保被保険者が同一世帯内に１人になる場合は、５年間、平

等割額を半額とします。
　③　 被用者保険（※）の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国保被

保険者となった方については、２年間、均等割額および平等割額を半額とし、かつ、所得割額および資産割
額については課税しないこととなります。

　　※　 政府管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合などの健康保険。市町村の国民健康保険は含まれません。

変
更
前

所得割 資産割 均等割 平等割 課税限度額

医 療 分 7.4% 30% 31,500円 35,000円 56万円

介 護 分 0.55% 4% 7,200円 5,500円 9万円

変　

更　

後

所得割 資産割 均等割 平等割 課税限度額

医 療 分 ① 5.5% 20% 25,000円 27,000円 47万円

支援金分 ② 1.9% 10% 6,500円 8,000円 12万円

① ＋ ② 7.4% 30% 31,500円 35,000円 59万円

介 護 分 0.55% 4% 7,200円 5,500円 9万円

・ ８月までは、Ｈ18年中の所得から算定した「仮算定の保険料」を年金から天引き（特別徴収）で納め
ます。

・ 10月以降は、Ｈ19年中の所得から算定した「本算定の保険料」と「すでに４・６・８月の年金から
支払った額」との差額分を納めます。

４
月
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
天
引
き
）で
保
険
料
を
納
め
て
い
た

制度加入直前は、社会保険
の被扶養者であった。

４月２日～６月30日に75歳
に到達（もしくは障害認定）
により後期高齢者医療制度
の対象者となった。

※ ただし、年金受給額が年間18万円未満など、天
引きできない場合は、７月から３月の９期に分
けて納付書により窓口で納めます（普通徴収）。

半年間の保険料2,100円を10月、12月、２月の年
金から天引きで納めます。
ただし、年金受給額が年間18万円未満など、天引
きできない場合は、10月から３月の６期に分けて
納付書により窓口で納めます（普通徴収）。

１　国民健康保険税の算定方法の変更
　 　平成20年4月から75歳以上の高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」が施行されたことにより、国保税の算
定方法が変更となります。

　 　後期高齢者医療制度では、患者負担分を除いた医療費を、公費（５割）、後期高齢者の保険料（１割）のほか、国
保をはじめとする各医療保険からの支援金（４割）で賄うこととされています。
　 　このため、新たに「後期高齢者支援金分（支援金分）」の課税項目が設けられました。この改正に伴い、次の通り
平成20年度の保険税率等を改定しましたが、変更後の「医療分」と「支援金分」の合計が変更前の「医療分」と同じに
なるよう設定したため、全体の税率等は平成19年度と変わりません。ただし、課税限度額は合計で３万円の引き
上げとなりました。

　 　また、公的年金等控除の見直しに伴う特例措置の廃止（特別控除額　Ｈ18→13万円、Ｈ19→７万円、Ｈ20→なし）
により、所得割額が増額になる場合があります。

※ ただし、保険料の金額が年金額の２分の１を超えた場合など、年金から天引きできない場合は、
７月から来年３月までの９期に分けて納付書により窓口で納めます（普通徴収）。この場合、８月
は、年金からの天引きと納付書で納める普通徴収が重なりますが、合計額が年額になるように調
整されています。

Ｈ19年中所得から本算定した保険料を７月か
ら納付書または年金天引きにより納めます
納付書により窓口で納付（普通徴収）

７月（１期） ８月（２期） ９月（３期）
年金から天引きで納付（特別徴収）

10月（４期） 12月（５期） ２月（６期）

４月から９月まで 10月から来年３月まで
均等割の９割が軽減　

2,100円全額免除

Ｈ19年中所得から本算定した保険料を７月か
ら３月までの９期に分けて納付書により窓口
で納めます（普通徴収）。来年４月からは、原
則として特別徴収になります。

７月（１期）　８月（２期）･･････３月（９期）

仮算定の額で徴収 本算定の額と仮算定の差額分を徴収

４月（１期） ６月（２期） ８月（３期） 10月（４期） 12月（５期） ２月（６期）



　個人で見つけたまちの話題や加入されている団体・サークル活動の紹介、
募集やお知らせなど皆さんの身近な情報を掲載してみませんか？限られた
スペースですがお気軽にご相談ください。
※ただし、営利を目的としないものに限らせていただきます。

担　当 企画財政課広報広聴係　☎ 62-9721/ k-kouhou@memuro.net

みなさんの周りの話題を募集中
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さん（青葉東）をご紹介します。
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公民館講座のお申込みは
公民館指定管理者へ

電話６２－４６８０
７月18日（金）９時から受付開始
※定員になり次第締切ります。

※ 芽室西小学校および周辺施設に出入
りの際は、現地交通整理員・交通規
制標識に従い通行してください。し
ばらくの間、ご不便をお掛けします
が、ご理解とご協力をお願いします。

☎

☎

 

　　

　　

　　

　　

　　

　　

☎

●芽室公園

●芽室神社

●工事事務所

●芽室西小学校

国道38号

工事場所
芽室町西３条６丁目２番地
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勾玉作りに挑戦しませんか？

☎・

　

　

　

　

　

　

工事関係車両経路図
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１部クラス ２部クラス



　
※「社協」とは、社会福祉協議会の略称です。

「ふれあい交流まつり2008」「ふれあい交流まつり2008」
プログラム決定 !!プログラム決定 !!

（1）ステージ部門
10：00～10：15  

11：20～11：50
12：00～12：30  

12：30～12：40  

13：00～13：25  

13：25～13：45 　
13：45～14：00  

（2）体験・展示・販売部門（10：45～13：45）
　
　　 　 　 　

　 　
　 　
（3）交流部門（10：15～13：45）
　
　
　 　 　 　
　

　 　
　
（4）屋台部門（10：45～無くなり次第終了）
　 　　 　　 　
　 　　　　 　　　 　　　
　 　　　　　 　　　
　　
　　

　

内　容

平成20年８月31日（日）
10時00分～14時00分

芽室町健康プラザ
（芽室町西３条南６丁目）
※雨天決行

と　き

ところ

　

　

　

　

☎
　

☎

移送介助サービスを実施します！

「ふれあい交流まつり2008」
では

その他

オープニングの鼓動 華麗なバトンの天使たち

大迫力のブラス・バンド ラストを飾るのは、合同演舞“遊＆蘭“

「ふれあい交流まつり2008」ステージ部門出演団体の紹介
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◆芽室町社会福祉協議会　指定居宅介護支援事業所　☎62‒1616【担当・澤尻、吉口】

福祉の
仕 事

❶
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　６月から毎週火曜日午後１時30分～３時30分まで保健福祉セン
ター（東４条４丁目）１階ロビーで実施中の「いろとりどり、楽し
んで講座」に新しく兒山ミネさん（編み物担当）が加わりました。
　みなさんの参加をお待ちしています。
　お話しだけでも大歓迎です。
　詳細はボランティアセンターへお問い合わせください。
　☎６１－３６３１

ボランティア体験学習「小・中・高校生編」

　年齢の違う人たちとの交流をとおして、自分たちの住む地域の
中には小さい子ども（乳幼児）やおとなの人、障がいのある人など、
いろいろな人がいることを知り交流することでお互いの理解を深
めるとともに「いのちの大切さ」「人のあたたかさ」を感じてもらえ
ればと、ボランティア体験学習「小・中・高校生編」を開催します。
　今回は、小・中・高校と統一した「いのちの大切さを知ろう」を
テーマに時間をかけゆっくりと自分で計画性を持ち参加できるよ
うにしました。

主　　　催　芽室町社会福祉協議会
内　　　容　各受入先での体験実習
　　　　　　（乳幼児とお母さん、高齢者等との交流）
日　　　時　平成20年７月26日（土）～
　　　　　　平成21年３月７日（土）まで

・期間中指定した日を含め６日以上参
加できる人（期間中は個人の都合に
合わせた日時を主催者側で調整します）

　　　　　　第１日　７月26日（土）10:00～15:00

全員参加日
　第２日　８月１日（金）10:00～14:00

　　　　　　第３日　８月６日（水）　または
　　　　　　　　　　８月15日（金）10:00～14:00
最　終　日　平成21年３月７日（土）10:00～12:00
日　　　程　別紙日程のとおり
主　会　場　保健福祉センター（あいあい21）
　　　　　　２階　会議室・ふれあいルーム
　　　　　　芽室町東４条４丁目（公立芽室病院北側）

参加対象者　小学生（５、６年生）10人・中学生10人・
（募集人数）　高校生10人
参　加　費　無　料（昼食と移動は各自で準備）
申 込 締 切　平成20年７月18日（金）
申 込 方 法　電話連絡の上、所定の参加申込書を　
　　　　　　ボランティアセンターに提出
申　込　先　芽室町社会福祉協議会・ボランティア
　　　　　　センター　☎61-3631
　　　　　　芽室町東４条４丁目５
　　　　　　保健福祉センター
そ　の　他　主催者側で参加者全員のボランティア
　　　　　　保険加入手続きを行います。　　
　　　　　　修了証をお渡しします。

ボランティア体験学習「小・中・高校生編」日程
　　 　 　 　　　　　

　　　

「 」

◆受け入れ先・会場
　①芽室町保健福祉センター会議室（東４条４丁目５）
　②芽室おもちゃ図書館ファンファン（遠藤典子代表）
　　会場：アットホームめむろ
　　　　　（東４条南２丁目　芽室小学校南側）
　③めむろ☆育児サークル「はぐＨｕｇ」
　　（青木久美子さん他）
　　会場：保健福祉センターふれあいルーム
　④いこいのサロン「ひとやすみしよう会」　
　　会場：ふれあい交流館
　⑤いこいのサロン「ひとやすみしよう会」　　　　
　　会場：幸町地域福祉館
　⑥芽室町保健福祉センター会議室
◆その他の受け入れ先
　　※育児ネットめむろ（片桐和江会長）
　　　会場：保健福祉センター　他
　　※子育て支援センターげんき
　　　会場：芽室町西２条南６丁目
　　※家庭保育園トムテのいえ（坂本真智代代表）
　　　会場：芽室町西３条南５丁目1番地７



めむろ まちづくり参加条例めむろ まちづくり参加条例

のご利用ありがとうございました

　 　 　 　
　 　
　 　

　　　　　 　
　町長から、「芽室町と上美生地域の将来像」と題して、第４期芽室町総合計画
の策定過程と計画内容などについて約30分の講話後、意見交換を行いました。

「上美生の公営住宅の建て替え計画について教えてほしい。また、生活館
と旧庁舎はどうするのか」

「場所は検討中だが、平成22年度までに６戸を壊し、新たに４戸を建てる予定である。生活館は老朽
化のため解体する予定。旧庁舎のあり方は地域の方とも相談していきたい」

「交番近くのトイレの落書きがひどい。ペンキをいただけると自分で作業をしてもいい」

「現物（ペンキなど）を役場が提供し、地域で労力を提供いただけるとうれしい。そういった制度の窓
口が企画財政課にあるので相談してほしい」

　

　 　 　 　
　 　
　

　　　　　 　
　町から緑町公営住宅団地の整備について説明（主な内容）
　・築30年以上経過し、最優先に整備する団地として、中心市街地の公営住宅による移転建て替えで平
　　成21年度から整備する計画。
　・移転住宅については、入居者を対象にアンケート調査を行い、移転先の希望を伺う。
　・新しい住宅に移転した場合は、今までの家賃から上がることになるが、５年間は段階的に上がり、６
　　年目から建て替え後の家賃になる。
　・取り壊し後の跡地は、若い世帯を対象とした優良な住宅地として分譲を考えている。

「平成21年に取り壊す計画であるが、町内会に相談したことがあるのか。相談してから、計画を立
てるのが筋ではないか」
考え方をまとめたものがこの計画であり、移転先も含めて、今後皆さんの意向を伺いながら進めて
いきたい

「平成21年からの計画であるが、このとおりに必ず進められていくのか」

取り壊すには、新しく住むところを確保しなければならない。今後民間で建てる公営住宅の戸数に
よるが、仮にゼロであれば21年度からは難しいということにはなる。その戸数を見極めながら、皆
さま方に説明をしていきたい

「緑町公営住宅の耐用年数は終わっているのか」

平屋建ては30年であり経過している。２階建ては45年で経過はしていないが、傷み具合や大地震で
倒壊の恐れがあり、危険であるため優先して整備する。昭和56年に、耐震設計基準が変更になった

　

　 　 　 　　
　　　　　

　
　 　　

　　　　　 　
　町長から、事前に質問のあった「子育てがしやすい行政」「今
後の保育への町の関わり」「保育士の配置と人事」について講
話後、意見交換を行いました。

「子どもに関わる事項が一本化していくといいと感じた。近隣市町村の状況を町の担当者はしっかり
と把握した中で芽室町の保育サービスなどを検討していくべきと思う」

「皆さんにどういうニーズがあるのかを常に模索していきたい。必ずしも他市町村と同じではなく芽
室町の個性があってもいいと考えている」

 「核家族化など子どもを育てる環境は変わってきている。仕事をしていなくても預けられるように
幼稚園や保育園の垣根がなくなればいいと思う」

「厚生労働省の動向を見ながら課題解決していきたい」

「保育士の人事について、あまり急激な変化は子どもに動揺を与えてしまう」

「子どもの保育を考えた時に継続性の原則は意識しなければならない。指定管理者と町が連携して考
えていきたい」

「２点要望したい。保育所と学童の時間をもう少し延長してほしい。帯広から帰ってくるのに30分
はかかり間に合わない場合がある。また、４年生以上も学童の対象にしてほしい。４年生になった
からといって一人で留守番できるかは疑問である」

「子育ての課題は大きいと考えている。あらゆることを考えながら検討していきたい」
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平成20年度事務事業評価の2次評価会議が開催されました

問 　☎ 　

今、役場内で考えていること
ちょっとのぞいてみましょう！

今、役場内で考えていること
ちょっとのぞいてみましょう！

　町では、毎年同じように事業を実施するのではなく、すべての事業を点検･評価し、改革･改善案を考え
たあと、計画を策定したのちに予算を編成し、翌年度の事業を実施する流れをとっています。

おわびいたします

　

　

　

　
　

　

 　 　 　 　

芽室町消費者協会運営支援事業
・消費者保護は、本来行政の役割であり、その業務を担
っている芽室町消費者協会への支援は、引き続き行っ
ていく必要がある。

・現在も最小限の相談員の賃金しか見ておらず、削減は
難しい。相談内容が複雑化していることから、相談員
の増員も検討する必要があるのでは。

・相談員の資格取得にあたっては、費用の一部を行政が
支援してもいいのではないか。

・パソコン機器などの更新の必要がある。
（方向性）
「消費者の安全安心の確保」の成果を向上させるためには、
行政の支援を一定程度拡大する必要がある。

協働のまちづくり支援事業
・協働のまちづくりを推進していくことが非常に重要で
あり、継続して取り組む必要がある。
・今年度から、町民自らが公共施設などの修繕を行う場
合、その材料費の補助を行っているが、徐々に相談が
増えてきている。
・町民が研修を行う場合に支援する「人材育成事業」につ
いては、制度があまり知られていない。広報誌などで、
支援を受けた研修の内容を紹介してはどうか。
・制度の見直しを毎年行っているが、逆に分かりづらく
なったという町民の意見もあり、制度の広報・周知活
動に専念してもいいのではないか。

（方向性）
　事業としては、現状維持とし、制度の広報・周知を工
夫する。

　この事業の評価については、各課での自己評価（１次評価）によるのが原則ですが、全体的な方向性を定める必要が
あると思われる事業については、副町長・教育長などによる「２次評価会議」の中で意見交換を行い、方向性を議論し
ています。
　この２次評価会議が、６月24日に開催されましたので、その時の様子の一部を紹介します。

＊これらの議論をもとに、計画を策定し、予算を検討していきます。まだ、町として決定したものではありません。

PlanPlan DoDo

Actio
n

Actio
n

Chec
k

Chec
k

計画

改善
改革

実行

点検
評価

総合計画基本構想で
示した政策に基づく
施策や事業です

予算などが配分され
事業が実行されます

評価に基づき、改善・
改革を行い計画に反
映させます

施策や事業を点検・
評価します

毎年確認
毎年管理

＜公立芽室病院からのお知らせ＞

　平成８年10月～平成９年10月頃、当院に糖尿病で入院のお心当たりのある方はご相談く
ださるようお願いいたします。
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平成19年度のまちのお金の使い方『決算』がまとまりました。
まちのお財布には、一般会計のほか８種類の特別会計と２種類の事業会計があります。
一般会計の決算額は、収入が約103億円　支出が約101億円です。

●
特
集
● まちのお金まちのおお金まちのおお金まちのおお金 の使い方の使使い方　　の使使い方　　 　の使使い方　　 方方方方方方方方方方方方方方 平

　決　　決　決

（一般会計決算額を年収400万円の家計に例えてみました）

▲

収　　入
�給　料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95万円

 　　町民税、固定資産税などの町税

�パート収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42万円
 　　施設の使用料や手数料など（土地売払代など６万円の臨時収入を含む）

�親からの仕送り ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205万円
　 国から支払われる地方交付税や補助金など

�家の改築ローンの借り入れ ・・・・・・・・・・ 32万円
　 道路など公共施設を整備する際、複数年にわたって

　 国や銀行などから借り入れるお金

�貯金の引き出し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15万円
　 基金からの繰入金（備荒資金の還付金14万円を含む）

�前年からの繰越金 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11万円
 合　　計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400万円
  ■現在の家庭の貯　金（基金残高） ・・・・・・・・・・・109万円
  ■現在の家庭のローン（借金残高） ・・・・・・・・・・・373万円

▲

支　出
�食　費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64万円
 　　職員の給料、手当てなどの人件費

�家族の医療費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29万円
 　　児童手当や福祉医療費などの扶助費

�光熱水費など雑費 ・・・・・・・・・・・・・ 129万円
 　　光熱費、消耗品などの物件費、補助金などの補助費（国営土地改良事業の繰上償還21万円を含む）

�車や家具の修理代 ・・・・・・・・・・・・・・ 10万円
 　　町が管理する施設の維持補修費

�子どもへの仕送り ・・・・・・・・・・・・・・ 43万円
 　　国民健康保険、下水道など他会計への繰出金

�ローンの返済 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50万円
 　　借金の返済費用

�家の増改築費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54万円
 道路や学校など公共施設を整備する費用

�娘夫婦への貸付金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円
 中小企業向け融資資金などの貸付金

�貯　金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7万円
 基金への積立金

 合　　計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 392万円
  ■差し引き残高（形式収支） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8万円

家族で働い
て得た収入
（自主財源）
137万円

生活に
必要なお金
325万円

働いた収入だけで
は生活するお金が
足りないため、親
からの仕送りや借
金によってやりく
りしています。

　この家庭の収入を見てみると、全体の収入（400万円）のうち、家族で働いて得たお金は137
万円で、半分以上は親からの仕送り（205万円）に頼っている状況です。親からの仕送りが減
っていくとこの家庭の家計は大変厳しい状況になりそうですね。

　支出を見ると、光熱費などの雑費がかなりの割合を占めています。また、子どもへの仕送
りやローンの返済、家の増改築費なども負担になっているのが分かります。家族で働いて得
た収入（137万円）に対し、最低限生活に必要なお金は325万円となっています。

今後この決算内容は、監査委員や町議会決算審査特別委員会でさまざまな角度から審査されます。
「決算」は、その年度の町の仕事の総まとめです。
ちょっと15分間のお時間を取っていただき、まちのお金の使い方を見てみませんか？

※平成H19決算数値は、「速報値」です



支
出

収
入

102億7,052万円102億7,052万円

収入の特徴
　　町税は、三位一体改革に伴う税源移譲や、住宅
団地、工業団地の造成による固定資産税の増など
により、２億円を超える増となりました。
　諸収入の増は、国営土地改良事業御影地区負担

金の繰上償還に伴う充当財源として、北海道備荒
資金組合へ積立していた納付金の還付によるもの
です。その他の大幅な増減の主な事由は、道道２
丁目通用地取得事業の事業量の減や芽室町中学校
大規模改造事業費の増など、大きな事業の増減が
影響を与えているものです。

普通会計決算額
102億7,052万円（前年比 ５億5,612万円増） 100億6,408万円（前年比　6億1,967万円増）

人
件
費
、
維
持
補
修
費
な
ど
、
性
質
別
に
分
類　　

　

100億6,408万円100億6,408万円

支出の特徴
　　補助費等の大幅な増は、国営土地改良事業御影
地区負担金の繰上償還によるもです。また、過去
に実施した国営土地改良事業負担金の繰上償還の
際、財源として借入した元金償還開始により、公
債費についても増となりました。

　一方で、職員の退職者不補充などにより、一般
財源を確保した結果、積立金は約1億2千万円の
増となりました。
　また、普通建設事業費では、計画的に進めてい
た公営住宅建設事業の終了や道営土地改良事業の
減などが影響しています。
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●宿泊部門においては、

●スキー場部門では、

レストラン充実も、雪不足や燃料単価の高騰の影響を受け、２年連続の赤字決算

 

 
 
 

　  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

　　 　　 　　　　　　

  

  

　

　

■特別会計とは
「保険料や使用料などの収入」で行う事業は、そのお金の流れを分かりやすくするた
めに、一般会計とは別の会計としています。
■事業会計とは
　特別会計のうち「独立採算制」を原則とする企業的要素が強い会計です。 

　 　 　 　 　 　

　

■公立芽室病院が約4,500万円の赤字
　国の診療報酬制度の改正の伴い、診療
報酬単価の減や入院件数の減、薬の長期
投与の推進による受診回数の減少などが
赤字の主な原因となっています。

■普通会計からの繰入金が約14億円
　医療給付費など、一定のルールに基づ
き負担する経費のほか、収支の均衡を図
るために、保険料や使用料を充てても不
足する経費を普通会計から繰り入れして
います。



保育所運営の見直し
　　町直営で運営し
ていた、中央保育
所の運営を民間へ、
めむろてつなん保
育所の運営を指定
管理者に移行し、
民間事業者の技術
と知識などを生かした効率的な運営
をしております。

芽室西小学校改修工事の設計
　　築32年が経過した芽室西小学校の耐震補強工事
および老朽化に伴う改修工事のための設計を行い
ました。

教育活動指導助手の増員
　　特別支援教育を必要とする児童
生徒が、普通学級に在籍し、個別
指導などを受けられるように、特
別支援教育における指導の補助と
して、教育活動私道助手を芽室西
小学校に１人増員しました。

授業参観託児サービス
　　小中学校の授業参観の際に、託
児サービスを行いました。計42人
のご利用をいただきました。

農畜産物加工調理体験施設建設補助
　　JAめむろが東めむろに建設した加工調理施設（緑
のめぐみ館）に対し、施設整備費の２分の１を間
接補助しました。

大成地区コニュニティセンター建
設のための用地取得
　　地域の皆さんが利用できる、大成地区コミュ二
ティセンター建設のために用地を取得しました。

公立芽室病院の冷暖房改修
　　地下冷凍機と３階屋上冷却機の老朽化により更
新しました。また、各診療科にエアコンを設置し、
環境改善を図りました。

平成19年度に実施した

財政の自由度は、縮小気味

経常収支比率
85.2％（3.3%増）

芽室町のお財布事情を見てみましょう芽室町のお財布事情を見てみましょう
借金返済の割合が増加傾向

実質公債費比率
17.0％（0.2%増）

町の財政上の体力は、微増

財政力指数
0.436（0.006増）

　平成18年度　81.9%
　・管内第５位（低い方から）
　・十勝管内平均　85.6％
　・道内町村平均　87.9％

　町税や普通交付税など毎年決ま
って入るお金のうち、人件費や施
設維持費、借金返済など、毎年決
まって出ていくお金の割合を示し
たもので、全体予算の14.8%（100
－85.2）は、町として自由に使え
るお金となります。
　家計に例えると「給料」に占める
「食費・光熱費など」の割合となり
ます。

　平成18年度　16.8%
　・管内第８位（低い方から）
　・十勝管内平均　17.1％
　・道内町村平均　18.4％

　その年度の収入額に対し、特別
会計への繰出金のうち、借金の返
済に充てられたと認めるものや、
物品の購入で、将来の負担がある
ものなど、実質的な借金（公債費）
に使われたお金の割合を示したも
のです。
　家計に例えると、収入に対する
実質的なローン返済額の割合とな
ります。

　平成18年度　0.430
　・管内第３位（高い方から）
　・十勝管内平均　0.288
　・道内町村平均　0.259

　地方税（自主財源）と地方交付税
（依存財源）の程度を示したもので
あり、この指数が大きいほど、自
主財源が多く、国などへの依存度
が低いことになります。この数値
が「１」になれば自主財源でまちの
運営が可能になり、普通交付税は
交付されないことになります。

※管内順位および平均値は、平成
　18年度の数値です。

芽室町の貯金と借金額の推移

　借金はやや減少傾向、貯金は増加傾向にありま
す。今後も徹底した行政改革と選択と集中の視点
で、この傾向を継続していかなければなりません。

　道路、橋、公園や学校など、長い年月利用する
施設は、今後数十年間使用するものなので、今あ
るお金だけで整備するのではなく、今後利用する
方々からも公平に負担していただくという考えか
ら、お金を借りて整備しています。
　借金をして「分割払い」にすることで、次世代の
方々にも公平に負担していただこうというのが、
借金をする大きな理由です。

主 な 新 規 事 業



TEL/FAX62 6556

　今年６月の国会で成立した「特定商取引法」と「割
賦販売法」の一部改正では、悪質商法対策に向け
ていくつかの見直しが行われ、訪問販売やクレジ
ット販売の規制強化が明文化されました。そのな
かで、クレジット業者には訪問販売などを行う加
盟店の行為について調査することを義務づけ、加
盟店が虚偽説明（うその説明）などによる不適正な
勧誘や過量販売（通常必要とされる分量を著しく

超える販売）を行った場合にはクレジット契約も
解約でき、既に支払ったお金の返還請求も可能と
なりましたが、改正法は施行日から適用となり６
月18日公布後２年６か月以内に順次施行予定です
（※現在は、販売店との解約が認められた場合、
クレジットが完済している場合については、消費
者が販売店へ返還請求しなければなりません）。

ア ド バ イイ スス消費者消費者へのへの

　

　

問 Question 問問

Answer答答答
　

　

法が改正 !! 現在のローンは
支払わなくて良くなったの !?

クレジット契約のしくみ 法規制が厳しくなる
ため、加盟店契約で
きないような業者が
「集金代行」を利用す
る例もでてきている
ので十分注意 !!

☎

　
発行責任者：芽室交番
☎62-2151

☎25-0110

　

災害に備えて安心　わが家の防災
みんなで築こう安全で安心な大地

　 　
　

○家族が離れ離れになったときの集合場所や連絡  
　の方法
○市町村が指定している避難場所
○災害時に持ち出す貴重品
　

～自転車には丈夫な鍵と登録を、オートバイには
　ハンドルロックとグッドライダー登録を～
○大切な自転車やオートバイを盗難被害から守るた
めに、自転車には丈夫な金属製の鍵を掛け、オ
ートバイにはハンドルロックをしましょう。

○万が一被害に遭ったときの早期発見のために、指
定された販売店で防犯登録をしましょう。

　

　

車上狙いにご注意 !!
　

　

死 亡 事 故 多 発 !!

 
 
 
 

 

・車の周りに注意し、交差点では一時停止するなどして安全確認を確実にしてください。
・常にスピードダウンを心掛けてください。
・デイライトなど、早めにライトをつけてください。
・運転席や助手席はもちろん、後部座席の人もシートベルトを着用してください。

・車は急に止まりません。
・道路を渡るときは、近くの横断歩道を渡ってください。
・夜間は明るい色の服装を着ることや、夜光反射材を付けるようにしましょう。

ドライバー
の方へ

歩行者
の方へ



　
　 ☎

　

　

　

　



有料広告のコーナー
★クーポン付き広告が可能です。
★サイズは、４種類あります。

　４㎝×８㎝（3,675円）・４㎝×17㎝（7,350円）
　８㎝×17㎝（14,700円）・12㎝×17㎝（22,050円）

問 　☎
　

全戸配布（約７千部）の全戸配布（約７千部）の
広報誌だから、広報誌だから、

広告効果はバツグン！広告効果はバツグン！

芽室町市街から嵐山方面に車を10分ほど走らせ
ると上美生市街が見えてくる。大自然に囲まれ
た環境は移住者などにも人気の地。３年半前、
「パンは水が命」と水を追い求め、辿り着いた場
所がここ上美生。日高山脈の麓で最高の水で作
るパンを提供する。

■こだわりの水が小麦を蘇らせ最高のパンが生まれる

カントリーブラン
芽室町上美生4線36番地　TEL 61-6610
営業時間　10:00～18:00　定休日　水・木

　

有料広告募集中!



日 Sunday 月 Monday 火 Tuesday 水 Wednesday 木 Thursday 金 Friday 土 Saturday

　
　  

　
 

　  

　
 

　
  

　  

 

 

 　
　

　  
 

  
　 　

 

　
 

  

　  

　

　

　

 

　  

 

 
　

 
　

 

　  

 
 

 

  

　
 

　
 

 

 

 

 　  

　
  

すまいるカレンダー ７月19日～８月18日

 ☎ 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎

 ☎

 ☎

 ☎

 ☎

 ☎

 ☎
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別記参照

　  
　　　　　　　☎ 　 　
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